
京 都 市 建 築 審 査 会 

平成２５年度審議（持ち回り）議事録 

 

１ 日時 

平成２５年１１月２２日（金曜日）から平成２５年１１月２６日（火曜日）まで 

 

２ 審議方法 

 持ち回りによる審議 

 

３ 建築審査会委員 

 髙田会長，前田会長代理，関川委員，東委員，松本委員，南部委員，西嶋委員 

 

４ 審議内容 

  同意案件に関する審議 

  東山区における伝統的木造建築物に係る適用除外建築物の指定 

 ⑴ 審議の概要 

 建築基準法第３条第１項第３号に基づく，東山区における伝統的木造建築物に係る適用除

外建築物の指定について，処分庁から資料の提示及び説明を受け，審議を行った。 

議案
番号

7

用途

東山区粟田口粟田山南町1番地他
青蓮院

代表役員　東伏見　慈晃
寺院

申請場所 申請者

 

⑵ 審議の結果：同意 

 

 

京都市建築審査 会    

会長 髙田 光雄 


